
京 都 大 学 大 学 評 価 委 員 会 規 程 等 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

京都大学大学評価委員会規程 

（平成１３年達示第２５号） 

 
（前 略） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織

する。 
(1) 評価担当の理事（以下「担当理事」という。） 
(2) 総長が指名する理事又は副学長 若干名 
(3) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院又は各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号。以下この号において「組織規

程」という。）第３章第７節及び第８節並び

に第９節から第１１節まで（第４７条第１項

に定める組織のうち図書館機構を除く。）に

定める施設等をいう。）をいい、組織規程第

５６条第１項の部局事務部等を含む。）の教

職員 ２０名以内 
 
 
(4) インスティテューショナル・リサーチ室長 
(5) その他総長が必要と認める者 若干名 

２・３ （略） 
（中 略） 

第８条 委員会及び実行委員会の庶務は、インス

ティテューショナル・リサーチ室において処理

する。 
（後 略） 
 
 
 
 

京都大学における情報公開制度の実施に関

する規程 

（平成１３年達示第７号） 

 
（前 略） 

第２条 この規程において「法人文書」とは、法

第２条第２項に定めるものをいう。 

 
 
 
 
第３条  
 

(1)  
(2)  
(3) 部局（各研究科、各附置研究所、附属図書館、

医学部附属病院又は各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号。以下この号において「組織規

程」という。）第３章第７節から第１１節ま

で（第４７条から第４７条の３までの規定に

より定める組織にあっては国際高等教育院、

大学院教育支援機構、学生総合支援機構、環

境安全保健機構、情報環境機構及び人と社会

の未来研究院に限る。）に定める施設等をい

う。）をいい、組織規程第５６条第１項の部

局事務部等を含む。）の教職員 ２０名以内 
(4) 総長戦略オフィス長 
(5)  

２・３ 
 

第８条 委員会及び実行委員会の庶務は、総長戦

略オフィスにおいて処理する。 
 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
第２条  （同 左） 
 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節及び第８節並びに第８節の３から第１２

節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図

書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

をいう。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学における個人情報の保護に関する

規程 

（平成１７年達示第１号） 

 
（前 略） 
（保護管理者） 

第４条 個人情報を取り扱う部局（各研究科等（研

究科、附置研究所、附属図書館、医学部附属病

院又はセンター等（国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号。以下

この項において「組織規程」という。）第３章

第７節及び第８節並びに第８節の３から第１２

節までに定める施設等をいう。）をいい、組織

規程第５６条第１項の部局事務部等を含む。）、

事務本部のオフィス、課若しくは室、共通事務

部の課又は監査室をいう。以下同じ。）に保護

管理者を置き、当該部局の長（全学教員部にあ

っては、総長が指名する理事）をもって充てる。 
２・３ （略） 
（保護担当者） 

第５条 各部局に保護担当者を置き、当該部局の

職員（学系、学域及び全学教員部にあっては、

当該組織の事務を処理する事務組織の職員を含

む。）のうちから保護管理者が指名する。 
２   （略） 

２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節から第１２節まで（第４７条の２の規定

により定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等並びに第５章に定める組織をい

う。）をいう。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（保護管理者） 

第４条 個人情報を取り扱う部局（各研究科等（研

究科、附置研究所、附属図書館、医学部附属病

院又はセンター等（国立大学法人京都大学の組

織に関する規程（平成１６年達示第１号。以下

この項において「組織規程」という。）第３章

第７節から第１２節までに定める施設等をい

う。）をいい、組織規程第５６条第１項の部局

事務部等を含む。）、共通事務部の課又は監査

室をいう。以下同じ。）に保護管理者を置き、

当該部局の長（全学教員部にあっては、総長が

指名する理事）をもって充てる。 
 
２・３ （同 左） 

（保護担当者） 
第５条 各部局に保護担当者を置き、当該部局の

職員（学系、学域及び全学教員部にあっては、

当該組織の事務を処理する組織の職員を含む。）

のうちから保護管理者が指名する。 
２   （同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学における個人番号及び特定個人情

報の保護に関する規程 

（平成２７年達示第４９号） 

 
（前 略） 
（保護責任者） 

第６条 特定個人情報等を取り扱う部局（各研究

科等（研究科、附置研究所、附属図書館、医学

部附属病院又はセンター等（国立大学法人京都

大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１

号。以下この項において「組織規程」という。）

第３章第７節及び第８節並びに第８節の３から

第１２節までに定める施設等をいう。）をいい、

組織規程第５６条第１項の部局事務部等を含

む。）、事務本部のオフィス、課若しくは室、

共通事務部の課又は監査室をいう。以下同じ。）

に保護責任者を置き、当該部局の長（全学教員

部にあっては、総長が指名する理事）をもって

充てる。 
２・３   （略） 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学における公益通報者の保護等に関

する規程 

（平成１７年達示第８８号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条  
２～４ 

 
附 則（令和８年達示第５６号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
（保護責任者） 

第６条 特定個人情報等を取り扱う部局（各研究

科等（研究科、附置研究所、附属図書館、医学

部附属病院又はセンター等（国立大学法人京都

大学の組織に関する規程（平成１６年達示第１

号。以下この項において「組織規程」という。）

第３章第７節から第１２節までに定める施設等

をいう。）をいい、組織規程第５６条第１項の

部局事務部等を含む。）、共通事務部の課又は

監査室をいう。以下同じ。）に保護責任者を置

き、当該部局の長（全学教員部にあっては、総

長が指名する理事）をもって充てる。 
 
 
２・３  （同 左） 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
２～４ （同 左） （略） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
５ この規程において「部局」とは、各研究科等

（各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学

部附属病院及び各センター等（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第

１号。以下「組織規程」という。）第３章第７

節及び第８節並びに第８節の３から第１２節ま

で（第４７条第１項に定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）をい

い、組織規程第５６条第１項の部局事務部等を

含む。）、事務本部の各部、総長オフィス、プ

ロボストオフィス、CFOオフィス、広報室、イ

ンスティテューショナル・リサーチ室、国際交

流室、監事支援室、不正防止実施本部事務室及

び事務改革推進室並びに各共通事務部並びに監

査室をいう。 
（中 略） 
（通報に対する措置の検討） 

第７条 
２ 
３ 担当理事は、第１項に規定する事前調査につ

いては総合研究推進本部、教育改革戦略本部若

しくは成長戦略本部若しくは事務本部の各部、

総長オフィス、プロボストオフィス、CFOオフ

ィス、広報室、インスティテューショナル・リ

サーチ室、国際交流室、監事支援室、不正防止

実施本部事務室若しくは事務改革推進室（以下

「各本部及び事務本部の各部等」という。）又

は当該事前調査の対象部局等に、本調査につい

ては各本部及び事務本部の各部等に行わせるも

のとする。 
４ 調査等を実施する各本部及び事務本部の各部

等は、当該調査等の対象部局等と連携して調査

等を実施するものとする。 
（中 略） 
（是正措置等） 

第１１条 担当理事は、本調査の結果、通報対象

事実が明らかになったときは、各本部及び事務

本部の各部等又は当該本調査の対象部局の長

５ この規程において「部局」とは、各研究科等

（各研究科、各附置研究所、附属図書館、医学

部附属病院及び各センター等（国立大学法人京

都大学の組織に関する規程（平成１６年達示第

１号。以下「組織規程」という。）第３章第７

節から第１２節まで（第４７条の２の規定によ

り定める組織のうち図書館機構を除く。）に定

める施設等をいう。）をいい、組織規程第５６

条第１項の部局事務部等を含む。）、各共通事

務部及び監査室をいう。 
 
 
 
 
 
 
（通報に対する措置の検討） 

第７条 
２ 
３ 担当理事は、第１項に規定する事前調査につ

いては組織規程第４７条から第４７条の３まで

の規定により定める組織（以下「支援組織」と

いう。）又は当該事前調査の対象部局等に、本

調査については支援組織に行わせるものとす

る。 
 
 
 
 
 
４ 調査等を実施する支援組織は、当該調査等の

対象部局等と連携して調査等を実施するものと

する。 
 
（是正措置等） 

第１１条 担当理事は、本調査の結果、通報対象

事実が明らかになったときは、支援組織又は当

該本調査の対象部局の長（全学教員部にあって

（略） （同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（全学教員部にあっては、総長が指名する理事。

以下この条及び第１６条において同じ。）に対

し、是正及び再発防止のために必要な措置（以

下「是正措置等」という。）を講じることを直

ちに命じるものとする。 
２ 各本部及び事務本部の各部等又は当該本調査

の対象部局の長は、前項の規定により命じられ

た是正措置等を講じたときは、当該是正措置等

の内容、是正結果等を担当理事に報告するもの

とする。 
３    （略） 
４ 担当理事は、必要に応じて、第２項の規定に

より講じた是正措置等が適切に機能しているこ

とを確認し、適切に機能していない場合には各

本部及び事務本部の各部等又は当該本調査の対

象部局の長に対し是正措置等を講じることを改

めて命じるものとする。 
 （中 略） 
（不利益取扱いの禁止） 

第１６条 （略） 
２ 第１２条の２若しくは第１３条の規定に違反

した事実又は前条の規定により禁止している解

雇若しくは前項の規定により禁止している不利

益な取扱いの事実が判明した場合は、担当理事

は、適切な救済及び回復の措置を講じ、又は各

本部及び事務本部の各部等若しくは当該公益通

報等の対象部局の長に対し適切な救済及び回復

の措置を命じるものとする。 
（後 略） 

 
 
 
 

国立大学法人京都大学教職員早期退職規程 

（平成２２年達示第２３号） 

 
（前 略） 
（申出の方法） 

は、総長が指名する理事。以下この条及び第１

６条において同じ。）に対し、是正及び再発防

止のために必要な措置（以下「是正措置等」と

いう。）を講じることを直ちに命じるものとす

る。 
２ 支援組織又は当該本調査の対象部局の長は、

前項の規定により命じられた是正措置等を講じ

たときは、当該是正措置等の内容、是正結果等

を担当理事に報告するものとする。 
 
３     （同 左） 
４ 担当理事は、必要に応じて、第２項の規定に

より講じた是正措置等が適切に機能しているこ

とを確認し、適切に機能していない場合には支

援組織又は当該本調査の対象部局の長に対し是

正措置等を講じることを改めて命じるものとす

る。 
 
（不利益取扱いの禁止） 

第１６条 （同 左） 
２ 第１２条の２若しくは第１３条の規定に違反

した事実又は前条の規定により禁止している解

雇若しくは前項の規定により禁止している不利

益な取扱いの事実が判明した場合は、担当理事

は、適切な救済及び回復の措置を講じ、又は支

援組織若しくは当該公益通報等の対象部局の長

に対し適切な救済及び回復の措置を命じるもの

とする。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
（申出の方法） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
第４条 早期退職制度により退職を希望する教職

員は、当該募集において定められた期間内に、

教員（教授、准教授、講師、助教及び助手をい

う。以下同じ。）にあっては所属する学系又は

全学教員部の長（全学教員部にあっては当該教

員が所属する全学機能組織を担当する理事）、

教員以外の教職員にあっては所属する部局（各

研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附

属病院、各センター（国立大学法人京都大学の

組織に関する規程（平成１６年達示第１号）第

３章第７節及び第８節並びに第８節の３から第

１１節まで（第４７条第１項に定める組織のう

ち図書館機構を除く。）に定める施設等をい

う。）、事務本部の各部、総長オフィス、プロ

ボストオフィス、CFOオフィス、広報室、イン

スティテューショナル・リサーチ室、国際交流

室、監事支援室、不正防止実施本部事務室及び

事務改革推進室、各共通事務部並びに監査室を

いう。以下同じ。）の長に対しその旨を申し出

なければならない。 
２ （略） 

（後 略） 
 
 
 
 

京都大学研究成果有体物取扱規程 

（平成１９年達示第５８号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
(1) ～(5) （略） 
(6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

第４条 早期退職制度により退職を希望する教職

員は、当該募集において定められた期間内に、

教員（教授、准教授、講師、助教及び助手をい

う。以下同じ。）にあっては所属する学系又は

全学教員部の長（全学教員部にあっては当該教

員が所属する全学機能組織を担当する理事）、

教員以外の教職員にあっては所属する部局（各

研究科、各附置研究所、附属図書館、医学部附

属病院、各センター（国立大学法人京都大学の

組織に関する規程（平成１６年達示第１号）第

３章第７節から第１１節まで（第４７条の２の

規定により定める組織のうち図書館機構を除

く。）に定める施設等をいう。）、各共通事務

部及び監査室をいう。以下同じ。）の長に対し

その旨を申し出なければならない。 
 
 
 
 
 
２      （同 左） 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
 
 

(1) ～(5) 
(6) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び

第８節並びに第８節の３から第１１節まで

（第４７条第１項に定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）を

いう。 
２      （略） 

（後 略） 
 
 
 
 
 

京都大学における臨床研究等データの外部

機関への利用許諾に関する規程 

（令和２年達示第４５号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
(1)～(4)  （略） 
(5) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び

第８節並びに第８節の３から第１１節まで

（第４７条第１項に定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）を

いう。 
（後 略） 

 
 
 
 
 

京都大学受託研究取扱規程 

（平成１６年達示第９７号） 

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から

第１１節まで（第４７条の２の規定により定

める組織のうち図書館機構を除く。）に定め

る施設等をいう。）をいう。 
 

２       （同 左） 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
 
 

(1)～(4)  
(5) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から

第１１節まで（第４７条の２の規定により定

める組織のうち図書館機構を除く。）に定め

る施設等をいう。）をいう。 
 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
 
（前 略） 
（定義） 

第２条  （略） 
２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節及び第８節並びに第８節の３から第１１

節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図

書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

をいう。 
３・４  （略） 

（中 略） 
（受入れの決定の通知） 

第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定し

たときは、総長及び委託者に当該研究に係る研

究担当者、研究に要する経費、研究期間等の事

項を通知し、及び当該部局の受託研究に係る事

務を処理する共通事務部（複合原子力科学研究

所及び附属図書館にあっては部局事務部、環境

安全保健機構、情報環境機構及び国際戦略本部

にあっては当該機構等の事務を行う事務本部の

部、総合研究推進本部、教育改革戦略本部及び

成長戦略本部にあっては当該組織において当該

事務を処理する組織（京都大学事務組織規程（平

成１６年達示６０号）第３条第１項に定める部

に相当するものとして、当該組織の長が定める

ものをいう。））の長（以下「事務部の長」と

いう。）に報告するものとする。 
（契約の締結） 

第８条 総長は、受託研究契約の締結に関する事

務を事務部の長に委任する。 
２ 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、

前項の規定に基づき、速やかに委託者と受託研

究契約を締結するものとする。 
３ 事務部の長は、受託研究契約を締結したとき

は、その旨を部局の長に報告するものとする。 

 
 
（定義） 

第２条  （同 左） 
２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節から第１１節まで（第４７条の２の規定

により定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。）をいう。 
 
３・４  （同 左） 
 
（受入れの決定の通知） 

第７条 部局の長は、受託研究の受入れを決定し

たときは、総長及び委託者に当該研究に係る研

究担当者、研究に要する経費、研究期間等の事

項を通知し、及び当該部局の受託研究に係る事

務を処理する組織の長（以下「事務担当組織の

長」という。）に報告するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（契約の締結） 

第８条 総長は、受託研究契約の締結に関する事

務を事務担当組織の長に委任する。 
２ 事務担当組織の長は、前条の報告を受けたと

きは、前項の規定に基づき、速やかに委託者と

受託研究契約を締結するものとする。 
３ 事務担当組織の長は、受託研究契約を締結し

たときは、その旨を部局の長に報告するものと



 
 

改    正    前 改    正    後 
 
（中 略） 
（研究の中止等） 

第１０条 部局の長は、やむを得ない理由がある

と認める場合は、受託研究の中止又は研究期間

の延長を決定することができる。 
２ （略） 
３ 部局の長は、第１項の規定により受託研究の

中止又は研究期間の延長を決定したときは、そ

の旨を総長及び委託者に通知し、及び事務部の

長に報告するものとする。 
４ 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、

第８条第１項の規定に基づき、当該受託研究の

中止又は研究期間の延長に係る必要な契約変更

を行うとともに、その旨を部局の長に報告する

ものとする。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学民間等共同研究取扱規程 

（平成１６年達示第９８号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条  
２  
３ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節及び第８節並びに第８節の３から第１１

節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図

書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

をいう。 
４・５  （略） 

（中 略） 

する。 
 
（研究の中止等） 

第１０条 
 
 
２  
３ 部局の長は、第１項の規定により受託研究の

中止又は研究期間の延長を決定したときは、そ

の旨を総長及び委託者に通知し、及び事務担当

組織の長に報告するものとする。 
４ 事務担当組織の長は、前項の報告を受けたと

きは、第８条第１項の規定に基づき、当該受託

研究の中止又は研究期間の延長に係る必要な契

約変更を行うとともに、その旨を部局の長に報

告するものとする。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 

 
（定義） 

第２条  
２  
３ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節から第１１節まで（第４７条の２の規定

により定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。）をいう。 
 
４・５  （同 左） 

 

（同 左） 

（略） （同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（受入れの決定の通知） 

第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定し

たときは、総長及び民間機関等に当該研究に係

る研究代表者等、民間等共同研究員、民間機関

等が負担する共同研究経費、研究場所、研究期

間等の事項を通知し、及び当該部局の共同研究

に係る事務を処理する共通事務部（複合原子力

科学研究所及び附属図書館にあっては部局事務

部、環境安全保健機構、情報環境機構及び国際

戦略本部にあっては当該機構等の事務を行う事

務本部の部、総合研究推進本部、教育改革戦略

本部及び成長戦略本部にあっては当該組織にお

いて当該事務を処理する組織（京都大学事務組

織規程（平成１６年達示６０号）第３条第１項

に定める部に相当するものとして、当該組織の

長が定めるものをいう。））の長（以下「事務

部の長」という。）に報告するものとする。 
（契約の締結） 

第７条 総長は、共同研究契約の締結に関する事

務を事務部の長に委任する。 
２ 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、

前項の規定に基づき、速やかに民間機関等と共

同研究契約を締結するものとする。 
３ 事務部の長は、共同研究契約を締結したとき

は、その旨を部局の長に報告するものとする。 
 
（中 略） 
（研究の中止等） 

第１２条 部局の長は、やむを得ない理由がある

ときは、民間機関等と協議のうえ、共同研究の

中止又は研究期間の延長を決定することができ

る。 
２  （略）  
３ 部局の長は、第１項の規定により共同研究の

中止又は研究期間の延長を決定したときは、そ

の旨を総長及び民間機関等に通知し、及び事務

部の長に報告するものとする。 
４ 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、

（受入れの決定の通知） 
第６条 部局の長は、共同研究の受入れを決定し

たときは、総長及び民間機関等に当該研究に係

る研究代表者等、民間等共同研究員、民間機関

等が負担する共同研究経費、研究場所、研究期

間等の事項を通知し、及び当該部局の共同研究

に係る事務を処理する組織の長（以下「事務担

当組織の長」という。）に報告するものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（契約の締結） 

第７条 総長は、共同研究契約の締結に関する事

務を事務担当組織の長に委任する。 
２ 事務担当組織の長は、前条の報告を受けたと

きは、前項の規定に基づき、速やかに民間機関

等と共同研究契約を締結するものとする。 
３ 事務担当組織の長は、共同研究契約を締結し

たときは、その旨を部局の長に報告するものと

する。 
 
（研究の中止等） 

第１２条 
 
 
 
２ 
３ 部局の長は、第１項の規定により共同研究の

中止又は研究期間の延長を決定したときは、そ

の旨を総長及び民間機関等に通知し、及び事務

担当組織の長に報告するものとする。 
４ 事務担当組織の長は、前項の報告を受けたと

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
第７条第１項の規定に基づき、当該共同研究の

中止又は研究期間の延長に係る必要な契約変更

を行うとともに、その旨を部局の長に報告する

ものとする。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学臨床研究等取扱規程 

（平成３０年達示第３６号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 
２～８ 
９ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、医学部附属病院及び各センター

等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び第

８節並びに第８節の３から第１１節まで（第４

７条第１項に定める組織のうち図書館機構を除

く。）に定める施設等をいう。）をいう。 
１０   （略） 
（中 略） 
（受入れの決定の通知） 

第１１条 部局の長は、臨床研究等の実施に係る

研究資金等の受入れを決定したときは、総長及

び資金提供者に当該臨床研究等に係る研究実施

責任者、研究資金等、研究期間等の事項を通知

し、及び当該部局の臨床研究等に係る事務を処

理する共通事務部（複合原子力科学研究所にあ

っては複合原子力科学研究所事務部、医学部附

属病院にあっては臨床研究等の内容に応じて医

学・病院構内共通事務部又は医学部附属病院事

務部、環境安全保健機構にあっては施設部、総

合研究推進本部、教育改革戦略本部及び成長戦

略本部にあっては当該組織において当該事務を

きは、第７条第１項の規定に基づき、当該共同

研究の中止又は研究期間の延長に係る必要な契

約変更を行うとともに、その旨を部局の長に報

告するものとする。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条 
２～８ 
９ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、医学部附属病院及び各センター

等（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から第

１１節まで（第４７条の２の規定により定める

組織のうち図書館機構を除く。）に定める施設

等をいう。）をいう。 
１０   （同 左） 
 
（受入れの決定の通知） 

第１１条 部局の長は、臨床研究等の実施に係る

研究資金等の受入れを決定したときは、総長及

び資金提供者に当該臨床研究等に係る研究実施

責任者、研究資金等、研究期間等の事項を通知

し、及び当該部局の臨床研究等に係る事務を処

理する組織の長（以下「事務担当組織の長」と

いう。）に報告するものとする。 
 
 
 
 
 

（同 左） （略） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
処理する組織（京都大学事務組織規程（平成１

６年達示６０号）第３条第１項に定める部に相

当するものとして、当該組織の長が定めるもの

をいう。））の長（以下「事務部の長」という。）

に報告するものとする。 
（契約の締結） 

第１２条 臨床研究等の実施に係る研究資金等を

受け入れる場合は、契約を締結しなければなら

ない。 
２   （略） 
３ 総長は、第１項の契約の締結に関する事務を

事務部の長に委任する。 
４ 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、

前項の規定に基づき、速やかに資金提供者との

契約締結に係る事務を行うものとする。 
５ 事務部の長は、前項により契約を締結したと

きは、その旨を部局の長に報告するものとする。 
 
（中 略） 
（臨床研究等の中止等） 

第１７条 部局の長は、やむを得ない理由がある

と認める場合は、臨床研究等の内容に応じた委

員会の審議を経て、臨床研究等の中止又は期間

の延長を決定することができる。 
２   （略） 
３ 部局の長は、第１項の規定により臨床研究等

の中止又は期間の延長を決定したときは、その

旨を総長及び資金提供者に通知し、及び事務部

の長に報告するものとする。 
４ 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、

第１２条第３項の規定に基づき、当該臨床研究

等の中止又は期間の延長に係る必要な契約変更

を行うとともに、その旨を部局の長に報告する

ものとする。 
（後 略） 

 
 
 

 
 
 
 
 
（契約の締結） 

第１２条  
 
 
２  
３ 総長は、第１項の契約の締結に関する事務を

事務担当組織の長に委任する。 
４ 事務担当組織の長は、前条の報告を受けたと

きは、前項の規定に基づき、速やかに資金提供

者との契約締結に係る事務を行うものとする。 
５ 事務担当組織の長は、前項により契約を締結

したときは、その旨を部局の長に報告するもの

とする。 
 
（臨床研究等の中止等） 

第１７条  
 
 
 
２  
３ 部局の長は、第１項の規定により臨床研究等

の中止又は期間の延長を決定したときは、その

旨を総長及び資金提供者に通知し、及び事務担

当組織の長に報告するものとする。 
４ 事務担当組織の長は、前項の報告を受けたと

きは、第１２条第３項の規定に基づき、当該臨

床研究等の中止又は期間の延長に係る必要な契

約変更を行うとともに、その旨を部局の長に報

告するものとする。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
 

京都大学学術指導取扱規程 

（平成２６年達示第３４号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条  （略） 
２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節及び第８節並びに第８節の３から第１１

節まで（第４７条第１項に定める組織のうち図

書館機構を除く。）に定める施設等をいう。）

をいう。 
３・４  （略） 

（中 略） 
（実施決定の通知） 

第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定した

ときは、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、

指導期間等の事項を通知し、及び当該部局の学

術指導に係る事務を処理する共通事務部（複合

原子力科学研究所及び附属図書館にあっては部

局事務部、環境安全保健機構、情報環境機構及

び国際戦略本部にあっては当該機構等の事務を

行う事務本部の部、総合研究推進本部、教育改

革戦略本部及び成長戦略本部にあっては当該組

織において当該事務を処理する組織（京都大学

事務組織規程（平成１６年達示６０号）第３条

第１項に定める部に相当するものとして、当該

組織の長が定めるものをいう。））の長（以下

「事務部の長」という。）に報告するものとす

る。 
（契約の締結） 

第８条 総長は、学術指導契約の締結に関する事

務を事務部の長に委任する。 
２ 事務部の長は、前条の報告を受けたときは、

前項の規定に基づき、速やかに依頼者と学術指

 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  （同 左） 
２ この規程において「部局」とは、各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

第７節から第１１節まで（第４７条の２の規定

により定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。）をいう。 
 
３・４  （同 左） 
 
（実施決定の通知） 

第７条 部局の長は、学術指導の実施を決定した

ときは、総長及び依頼者に指導担当者、指導料、

指導期間等の事項を通知し、及び当該部局の学

術指導に係る事務を処理する組織の長（以下「事

務担当組織の長」という。）に報告するものと

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（契約の締結） 

第８条 総長は、学術指導契約の締結に関する事

務を事務担当組織の長に委任する。 
２ 事務担当組織の長は、前条の報告を受けたと

きは、前項の規定に基づき、速やかに依頼者と



 
 

改    正    前 改    正    後 
導契約を締結するものとする。 

３ 事務部の長は、学術指導契約を締結したとき

は、その旨を部局の長に報告するものとする。 
 
（中 略） 
（学術指導の中止等） 

第１０条 部局の長は、やむを得ない理由がある

と認める場合は、依頼者と協議のうえ、学術指

導の中止又は指導期間の変更を決定することが

できる。 
２  （略） 
３ 部局の長は、第１項の規定により学術指導の

中止又は指導期間の変更を決定したときは、そ

の旨を総長及び依頼者に通知し、及び事務部の

長に報告するものとする。 
４ 事務部の長は、前項の報告を受けたときは、

第８条第１項の規定に基づき、当該学術指導の

中止又は指導期間の変更に係る必要な契約変更

を行うとともに、契約変更後に、その旨を部局

の長に報告するものとする。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学における寄附金の運用益を活用し

た冠教授に関する規程 

（令和７年達示第３３号） 

 
（前 略） 
（設置の決定） 

第６条 総長は、第４条の申込みがあったときは、

当該寄附の趣旨を踏まえ、本学の教育研究の進

展及び充実に寄与すると認められるものについ

て、役員会の議を経て本学又は部局（各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

学術指導契約を締結するものとする。 
３ 事務担当組織の長は、学術指導契約を締結し

たときは、その旨を部局の長に報告するものと

する。 
 
（学術指導の中止等） 

第１０条 
 
 
 
２ 
３ 部局の長は、第１項の規定により学術指導の

中止又は指導期間の変更を決定したときは、そ

の旨を総長及び依頼者に通知し、及び事務担当

組織の長に報告するものとする。 
４ 事務担当組織の長は、前項の報告を受けたと

きは、第８条第１項の規定に基づき、当該学術

指導の中止又は指導期間の変更に係る必要な契

約変更を行うとともに、契約変更後に、その旨

を部局の長に報告するものとする。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（設置の決定） 

第６条 総長は、第４条の申込みがあったときは、

当該寄附の趣旨を踏まえ、本学の教育研究の進

展及び充実に寄与すると認められるものについ

て、役員会の議を経て本学又は部局（各研究科、

各附置研究所、附属図書館、医学部附属病院及

び各センター等（国立大学法人京都大学の組織

に関する規程（平成１６年達示第１号）第３章

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
第７節及び第８節並びに第８節の３から第１１

節まで（第４７条に定める組織のうち図書館機

構を除く。）に定める施設等をいう。））に冠

教授を設置することができる。 
（後 略） 

 
 
 
 

京都大学における放射性同位元素等の規制

に関する規程 

（令和元達示第５０号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 
(1) ～(16)   （略） 
(17) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究

所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関す

る規程（平成１６年達示第１号。以下この号

において「組織規程」という。）第３章第７

節及び第８節並びに第８節の３から第１１節

までに定める施設等をいう。）をいい、組織

規程第５６条第１項の部局事務部等を含

む。）、事務本部及び各共通事務部であって、

１名以上の登録者が所属する組織 
(18) ～(21)  （略） 
（後 略） 

 
 
 
 
 

京都大学における動物実験の実施に関する

規程 

第７節から第１１節まで（第４７条の２の規定

により定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。））に冠教授を設置す

ることができる。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
 
 

(1) ～(16)  
(17) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究

所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関す

る規程（平成１６年達示第１号。以下この号

において「組織規程」という。）第３章第７

節から第１１節までに定める施設等をいう。）

をいい、組織規程第５６条第１項の部局事務

部等を含む。）であって、１名以上の登録者

が所属する組織 
 
(18) ～(21)  （同 左） 

 
附 則（令和８年達示第５６号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
（平成１８年達示第７２号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用

語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
(1)～(13)  （略） 
(14) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、

医学部附属病院及び各センター等（国立大学

法人京都大学の組織に関する規程（平成１６

年達示第１号）第３章第７節及び第８節並び

に第８節の３から第１１節まで（第４７条第

１項に定める組織のうち図書館機構を除く。）

に定める施設等をいう。）をいう。 
（後 略） 
 
 
 

 
京都大学における家畜伝染病の発生の予防

に関する規程 

（平成２５年達示第４６号） 

 
（前 略） 
（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各

号に定めるところによる。 
(1)～(3)   （略） 
(4) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節及び

第８節並びに第８節の３から第１１節まで

（第４７条第１項に定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）を

いう。 
（後 略） 

  

 
 
 
（定義） 

第２条  
 

(1)～(13) 
(14) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、医

学部附属病院及び各センター等（国立大学法人

京都大学の組織に関する規程（平成１６年達示

第１号）第３章第７節から第１１節まで（第４

７条の２の規定により定める組織のうち図書館

機構を除く。）に定める施設等をいう。）をい

う。 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
（定義） 

第２条  
 

(1)～(3)  
(4) 「部局」とは、各研究科、各附置研究所、附

属図書館、医学部附属病院及び各センター等

（国立大学法人京都大学の組織に関する規程

（平成１６年達示第１号）第３章第７節から

第１１節まで（第４７条の２の規定により定

める組織のうち図書館機構を除く。）に定め

る施設等をいう。）をいう。 
 
 

附 則（令和８年達示第５６号） 

（同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

 
 


